
川越運動公園陸上競技場等体育施設の管理に関する基本協定書 (案）

川越市（以下「発注者」という。）と指定管理者○○○（以下「受注者」という。）

とは、令和 年 月 日付け川ス発第 号による指定管理者の指定に基づく管

理業務について、川越市都市公園条例第２７条第２項の規定により、次のとおり協

定を締結する。

（本協定の趣旨）

第１条 本協定は、川越運動公園陸上競技場等体育施設（川越運動公園陸上競技場、

川越運動公園総合体育館及び川越運動公園テニスコート（以下「陸上競技場等」

という。））の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（管理業務）

第２条 発注者は、川越市都市公園条例（以下「条例」という。）第２５条の規定に

基づき、次に掲げる業務（以下「管理業務」という。）を受注者に行わせる。

⑴ 陸上競技場等の利用に関する業務

⑵ 陸上競技場等の利用状況等の統計に関する業務

⑶ 陸上競技場等の施設（設備及び物品を含む。）の維持管理に関する業務

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づく使用料の収納に関する事務

⑸ その他発注者が必要と認める業務

２ 発注者及び受注者は、本協定及び本協定に基づきお互いが指定期間中に毎年度

締結する協定のほか、別記２に掲げる書類に従って本協定に係る業務を実施する

ものとする。

（指定の期間）

第３条 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする。

（指定管理料）

第４条 発注者は、管理業務に要する経費（以下「指定管理料」という。）を受注者

に支払うものとする。

２ 指定管理料の詳細については、年度ごとに発注者と受注者の協議の上、定める

ものとする。

３ 指定管理料については、精算は行わないものとする。

４ 前項の規定にかかわらず、修繕費については、年度終了後速やかに精算するも

のとする。この場合において、清算残金が生じたときは、受注者は、発注者の指
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定する方法により発注者に返還するものとする。

５ 第３項の規定にかかわらず、人件費、光熱水費及び委託費については、発注者

と受注者の協議の上で清算することができるものとする。

６ 管理業務の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（善管注意義務）

第５条 受注者は、関係法令、条例、規則及びこの協定書の定めるところに従うほ

か、発注者が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をも

って、陸上競技場等を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。

（管理に関する基本的事項）

第６条 受注者が行う陸上競技場等の管理に関する基本的事項は、次に掲げるとお

りとする。

⑴ 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ発注者の承認を受けること。

ア 臨時に休業し、又は休業日を変更する必要のあるとき。

イ 施設等を利用することができる時間を変更するとき。

ウ 建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設又は修繕

及び備品の購入等を行うとき。

⑵ 次のいずれかに該当する場合は、その内容を速やかに発注者に報告するこ

と。

ア 利用の許可を拒み、若しくは取消し、又は利用を停止したとき。

イ 陸上競技場等の敷地内において、物品の販売その他これに類する行為を許

可したとき。

ウ 施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき

損したとき。

エ 災害、事故その他不測の事態により、施設、設備又は施設利用者に被害が

生じたとき。

⑶ 休業日及び利用することができる時間並びに使用料は、見やすい場所に掲示

すること。

⑷ 施設及び設備は、定期的に保守点検を行い、その記録を作成すること。

⑸ 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこ

と。

⑹ 管理業務に係る会計処理は、他の事業から区分して経理すること。

⑺ 管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後５年間保存すること。

⑻ 管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第２２条に定めるところに

より適正に取り扱うこと。

⑼ 陸上競技場等の自動販売機、公衆電話等の設置者と発注者との連絡等を行う

こと。

⑽ その他適正な管理を行うため、発注者が必要と認める事項



（利用に関する許可の基準）

第７条 受注者は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、利用を許可しないことができる。

⑴ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

⑵ 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。

⑶ 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

⑷ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の利益になると

認められるとき。

⑸ 衛生上支障があるとき。

⑹ その他管理上支障があると認められるとき。

２ 受注者は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の

提出先としている事務所（以下この条において「事務所」という。）に備付けそ

の他の適当な方法により公にしておかなければならない。

３ 受注者は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等を

するまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定め

たときは、当該事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければ

ならない。

４ 受注者は、条例第１０条の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分

（以下「不利益処分」という。）をするときに必要とされる基準を定め、かつ、

これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければ

ならない。

５ 受注者は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬（身体

障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号。）第２条に規定する身体障害者補助

犬をいう。）を同伴することを拒んではならない。

（利用許可の取消し等）

第８条 受注者は、不利益処分をするときは、川越市行政手続条例（平成９年条例

第３号）第１２条から第２６条までの規定の適用があることに留意するとともに、

同条例第１３条第１項第１号の聴聞を実施するときは、同条例第１９条第１項に

基づき発注者の職員を主宰者として指名し、川越市聴聞規則（平成６年規則第３

８号）により当該聴聞の手続を行うものとする。

２ 受注者は、不利益処分をするときは、当該処分の相手方に対して、次の各号の

教示を行うものとする。

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の４第３項に定める審査

請求に関する教示

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条に定める取消訴訟に

関する教示



（総括責任者の設置）

第９条 受注者は、陸上競技場等の管理業務に関する総括責任者（施設長）を設置

し、当該総括責任者の住所、氏名その他必要な事項を発注者に報告しなければな

らない。当該総括責任者に係る事項を変更したときも同様とする。

（利益供与に関する指導）

第１０条 受注者は、受注者の職員その他受注者の指揮命令下にある者が、管理業

務の執行に関して、陸上競技場等の利用者等から利益の供与を受けることがない

よう、必要な指導を徹底するものとする。

（年度事業計画書等）

第１１条 受注者は、令和３年度から令和８年度までの年度ごとに、あらかじめ次

に掲げる内容を記載した年度事業計画書を作成し、各年度の前の年度の９月末日

までに発注者に提出するものとする。

⑴ 管理執行体制

⑵ 自主事業計画（陸上競技場等を使用して受注者が自主的に実施する事業の実

施計画）

⑶ 管理業務に係る当該年度の収支計画

⑷ その他発注者が必要と認める事項

２ 発注者は、前項の規定により提出された年度事業計画書について、必要がある

と認めるときは、受注者に対してその変更を指示することができる。

３ 受注者は、管理業務を安定して行う能力を有していることを明らかにするため、

毎年度の決算が確定した時点で速やかに法人の決算書及び関係書類を発注者に提

出しなければならない。

４ 受注者は、年度事業計画書を変更する場合は、事前に発注者の承認を得なけれ

ばならない。

（定期報告）

第１２条 受注者は、毎月１５日までに、前月の利用者数、利用料金収入等の状況

を発注者に報告するものとする。

（事業報告書）

第１３条 受注者は、地方自治法第２４４条の２第７項の規定に基づき、毎年度終

了後６０日以内に事業報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。

２ 受注者は、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その

取り消された日から起算して３０日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報

告書を発注者に提出しなければならない。

（自己評価制度）

第１４条 受注者は、陸上競技場等の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の

観点から、指定管理者としての管理運営について、毎年度自己評価を実施して、

その報告書を前条の事業報告書とともに発注者に提出しなければならない。



（モニタリング）

第１５条 発注者は、受注者に対し、第三者モニタリング及び労働条件審査を実施

することができる。

２ 発注者が前項のモニタリングを実施するに当たり、受注者は、管理業務の状況

の調査に応じ、又は文書の提出することを求めたときは、受注者は、正当な理由

がある場合を除き、これに協力しなければならない。

３ 受注者は、第１項のモニタリングにおいて発注者から管理業務の改善等指示さ

れたときは、当該指示に従い、管理業務の改善等を行わなければならない。

（業務状況の聴取等）

第１６条 発注者は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づき、受注者

に対して、管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に

報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

（地位の承継等の禁止）

第１７条 受注者は、指定管理者の地位を第三者に承継させ、譲渡し、担保に提供

し、又はその他の処分をしてはならない。

（再委託）

第１８条 受注者は、管理業務の執行に当たり、当該管理業務の全部を第三者に委

託し、又は請け負わせてはならない。

２ 受注者は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。

３ 前項の場合において、受注者は、あらかじめ書面による発注者の承諾を得、第

三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料を発注者に提出しなければ

ならない。

（譲渡等の禁止）

第１９条 受注者は、陸上競技場等の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸

し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならな

い。

（文書等の管理・保存）

第２０条 受注者は、管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書、地図、

図面、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下「文書等」

という。）については、次の事項を遵守し、適正に管理・保存しなければならな

い。（別記１の添付１２による）

⑴ 受注者は、文書等を適正に管理するため、発注者と協議の上、当該業務の性

質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。

⑵ 受注者は、利用の頻度、保管場所のスペース、消滅時効等を勘案し、発注者

と協議の上、文書等の保存期間を定めるものとする。

⑶ 受注者は、文書等の保存期間が満了したときは、発注者と協議の上、当該文



書等の廃棄を決定するものとする。この場合において、受注者は、破砕、溶解、

焼却その他発注者の認める方法により、当該文書等を廃棄しなければならな

い。

⑷ 受注者は、指定期間が満了したときは、速やかに、文書等のうち保存期間が

終了していないもの又は発注者の指示したものを発注者に引き継がなければ

ならない。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。

（秘密の保持）

第２１条 受注者は、管理業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は

管理業務の執行以外の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指

定が取り消された後においても同様とする。

２ 受注者は、第１８条第２項の規定に基づき、管理業務の一部を第三者に委託し、

又は請け負わせる場合には、当該第三者に対し、前項の規定の例による義務を負

わせなければならない。

（個人情報の保護）

第２２条 受注者は、管理業務を通じて取得する個人に関する情報の取扱いについ

ては、別記１の添付１３を厳守しなければならない。

２ 受注者は、管理業務に従事している者に対して、川越市個人情報保護条例（平

成１６年条例第１９号）第９条、第１０条、第３５条及び第３６条に規定する内

容について周知しなければならない。

３ 受注者は、前項の規定による周知を行った場合、発注者に対して、次の内容を

報告するものとする。

⑴ 周知を行った日付

⑵ 周知を行った者の氏名

⑶ 説明を受けた従事者の氏名

（情報の公開）

第２３条 受注者は、管理業務に係る情報の公開及び提供について、積極的に実施

するように努めなければならない。

（文書等の提出）

第２４条 発注者は、管理業務に関して必要があると認めるときは、受注者に対し

て、受注者が作成し、又は取得した文書等であって、管理業務のために組織的に

用いるものとして受注者において管理しているものの提出を求めることができ

る。

２ 受注者は、前項の規定により発注者から文書等の提出を求められたときは、こ

れに速やかに応ずるものとする。（環境への配慮）

第２５条 受注者は、管理業務の執行に当たり、発注者が策定する第五次川越市地

球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく取組に協力し、環境への配慮に留

意するものとする。



（監査等への協力）

第２６条 受注者は、川越市の監査委員又は外部監査人による監査、川越市オンブ

ズマンによる調査等について、積極的に協力しなければならない。

（施設、設備及び物品の使用）

第２７条 受注者は、管理業務の執行に当たり、発注者の所有に属する陸上競技場

等の施設、設備及び物品を使用することができる。

（施設の現状変更の実施区分等）

第２８条 建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設又は修

繕（以下「現状変更」という。）を行おうとする場合の実施区分は、発注者、受

注者協議の上、決定する。

２ 受注者は、前項の現状変更を行った場合は、発注者の確認を受けなければなら

ない。

３ 受注者は、発注者が必要と認めるときは、当該施設の現状変更に使用した設計

図、施工図その他の書面を発注者に提出しなければならない。

４ 発注者は、第２項の確認を行った結果、当該施設の現状変更に不備があると認

めるときは、その改善を指示することができる。

（火災保険契約等）

第２９条 発注者は、陸上競技場等の施設について、火災保険契約（火災、落雷、

破裂、爆発による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約をいう。）

を締結するものとする。

２ 受注者は、第３条に規定する指定の期間中、次に定める内容の保険に加入して

いなければならない。

⑴ 施設賠償責任保険

⑵ 第三者賠償保険

⑶ その他発注者が必要と認める保険

３ 受注者は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を

証する書面を速やかに発注者に提出しなければならない。保険契約の更新又は変

更をした場合も同様とする。

（天災等による供用の休止等）

第３０条 発注者は、天災その他やむを得ない事由により陸上競技場等の施設等の

全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、その旨を受注者に通

知し、当該施設等の全部又は一部の供用を休止させることができる。

２ 受注者は、予期することができない事由により陸上競技場等の施設等の全部又

は一部を利用させることができないと認めるときは、発注者の承認を得た上、当

該施設等の全部又は一部の供用を休止することができる。

（第三者の損害の負担）

第３１条 受注者は、管理業務の執行に当たり、受注者の行為が原因で利用者その



他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。

２ 受注者は、受注者が行う陸上競技場等の管理に瑕疵があったことにより、利用

者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。

３ 前２項の場合における受注者の責任分担の割合は、発注者と受注者が協議して

定めるものとする。

４ 前項の場合において、受注者の行為又は管理により生じた損害は、発注者の責

めに帰すべき事由による場合を除き、受注者が負担するものとする。

（原状回復）

第３２条 受注者は、管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により

施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復し

なければならない。

２ 発注者は、受注者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠

ったときは、受注者に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことがで

きる。この場合において、受注者は、発注者の処置に要した費用を負担しなけれ

ばならない。

（管理業務の継続が困難となった場合の措置等）

第３３条 受注者は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた

場合には、速やかにその旨を発注者に申し出なければならない。

２ 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となっ

た場合又はそのおそれが生じた場合には、受注者に対して改善勧告を行い、期間

を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。

３ 不可抗力その他発注者又は受注者の責めに帰することができない事由により管

理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者と受

注者は、管理業務の継続の可否について協議するものとする。

（指定の取消し等）

第３４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者

の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができる。

⑴ 受注者が第１２条、第１３条第１項又は第１４条の規定による報告書を提出

せず、第１５条第２項又は第１６条の規定による報告の求め若しくは調査に応

じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

⑵ 受注者が関係法令、条例、規則又はこの協定の規定に違反し、又はこれらの

規定に基づく発注者の指示に従わないとき。

⑶ 受注者が前条第２項の規定による改善を期間内にすることができなかった

とき。

⑷ 受注者が次のいずれかに該当するに至ったとき。

ア 地方自治法施行令第１６７条の４（第１６７条の１１第１項において準用



する場合を含む。）の規定により、発注者における一般競争入札等の参加を

制限されている法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てがなされている法人等

ウ 発注者から入札参加停止措置を受けている法人等

エ 納付すべき税金を滞納している法人等

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある法人

等

⑸ 受注者の経営状況の悪化等により、管理業務を継続することが不可能又は著

しく困難であると認められるとき。

⑹ 受注者が、組織的な違法行為を行った場合など、受注者に管理業務を行わせ

ておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

⑺ その他受注者に管理業務を行わせておくことが適当でないと認められると

き。

（指定管理料の返還）

第３５条 発注者は、前条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は

その期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、受注者に

対して、指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。

（損害賠償等）

第３６条 受注者は、管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により

発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

２ 受注者は、指定管理者の指定の取消し等をされた場合において、発注者に損失

が生じたときは、その損失を補填しなければならない。

３ 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、履行遅滞にあったときは、遅

延日数に応じ年度協定に定める金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率

を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、違約金の総額が１００

円に満たないときは、その額を徴収しないものとし、その額に１００円に満たな

い端数があるときは端数を切り捨てるものとする。

（施設等の引渡し）

第３７条 受注者は、指定管理者の指定の期間が満了し指定管理者として管理を行

わなくなったとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、陸上競技場等

の施設、設備及び物品を発注者の指定する期日までに、条例第２８条第２項の規

定に従い原状に回復した上で発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注

者の承認を得たときは、この限りでない。



２ 発注者は、受注者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠

ったときは、受注者に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことがで

きる。この場合において、受注者は、発注者の処置に要した費用を負担しなけれ

ばならない。

（管理業務の引継ぎ）

第３８条 受注者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定管理者の

指定を取り消されたときは、陸上競技場等の運営が遅滞なく円滑に実施されるよ

う、後任の指定管理者その他当該業務を引き継ぐものに対して業務の引継ぎを実

施しなければならない。この場合において、引継ぎの方法その他引継ぎに必要な

事項については、別途協議するものとする。

（信義則）

第３９条 発注者と受注者は信義を重んじ、誠実にこの協定を遵守しなければなら

ない。

（協定の改定）

第４０条 この協定の締結後、法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたと

きは、発注者、受注者協議して、この協定を改定することができる。

（疑義等の解決）

第４１条 この協定に定めない事項及び協定の解釈に疑義を生じたときは、その都

度発注者、受注者誠意をもって協議の上、解決に当たるものとする。

（管轄裁判所）

第４２条 この協定に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行

うものとする。



この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印の

上、各自１通を保有する。

令和３年○月○日

川越市元町１丁目３番地１

発注者 川越市

川越市長 川合 善明 印

所在地 ○○○ ○○○

受注者 名称 ○○○○

代表者 ○○ ○○ 印



別記１（第２条、第１１条、第２０条、第２２条関係）

別記２（第２条関係）

添付 書類等の名称 備考

１ 川越運動公園陸上競技場等体育施設 指定管理者募集要項 募
集
時
提
示
資
料

２
川越運動公園陸上競技場等体育施設 指定管理業務 管理運

営基準

３ 施設の修繕等の実施及び費用負担区分

４ 面積一覧

５ 図面

６ 現在の利用案内

７ 利用状況

８ 収支実績

９ 光熱水費実績

１０ 自主事業実績

１１ 修繕履歴

１２ 文書管理上の留意事項

１３ 個人情報取扱特記事項

１４ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

１５ 質問に対する回答（令和２年８月２６日公表）

添付 書類等の名称 備考

１ グループによる申請等に関する委任状 応
募
時
提
出

資
料２ グループ協定書

３ 重大な事故又は不祥事に関する報告書

４ 事業計画書（様式７－１～７－５）（令和２年９月１４日提出）


